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１１ 総総則則

第第１１章章  奈奈良良地地区区防防災災計計画画のの方方針針  

 

１１  目目  的的  

 東日本大震災以降、災害被害を最小限にするため自助・共助及び公助における取り

組みの重要性が強く認識されている。災害の発災直後は、交通網の寸断、火災の同時

多発などにより防災機関（市・消防・警察）は十分に対応できない可能性がある。「自

分たちの地域は、自分たちで守る」ということを基本に、地域みんなで助け合いなが

ら災害に強い地区（まち）づくりを進める。 

 奈良地区防災計画は地域の特性に応じて、大地震や風水害など様々な災害の危険性

を考慮しながら、地域における防災力を高めるため策定するものである。 

 

２２  奈奈良良地地区区防防災災計計画画のの構構成成  

 奈良地区防災計画は、総則、予防計画、応急対策（地震・風水害）及び資料編で構

成する。 

   

〈〈計計 画画 のの 構構 成成〉〉

 

 
奈奈 良良 地地 区区 防防 災災 計計 画画

総総 則則

予予 防防 計計 画画

応応急急対対策策（（地地震震・・風風水水害害））

資資 料料 編編
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３３  計計画画のの修修正正 

この計画は、随時検討を加え、必要があるときはこれを修正する。また、多様な意

見を反映できるよう、計画の検討・修正には、女性、避難行動要支援者、支援団体、

地域企業等の参画を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 奈奈良良地地区区防防災災計計画画検検討討委委員員会会ととはは

奈奈良良地地区区のの自自治治会会・・自自主主防防災災会会やや各各種種団団体体等等にによよりり構構成成さされれ、、同同地地区区内内ににおおけけるる防防災災・・減減災災

のの取取りり組組みみにに寄寄与与すするるここととをを目目的的にに設設置置さされれたた委委員員会会ででああるる。。

要要綱綱等等はは、、地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料 」」にに記記載載

計計画画のの修修正正（（見見直直しし））基基本本方方針針  

・計画内容に変更を伴う修正については、奈良地区防災計画検討委員会で協

議し修正する。 

・計画内容に影響のない修正（誤字、脱字や法令等の引用条文）について

は、委員長等の了解を得て修正し、奈良地区防災計画検討委員会へ報告す

る。 

 

 

● 計画策定のひとコマ

黄色いタオルは無事の印。

班長が確認して回ります。

黄色いタオルの表示率は83％!
安否結果を集約します。
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第第２２章章  自自助助・・共共助助のの基基本本及及びび地地区区住住民民等等のの役役割割  

 

１１  自自助助・・共共助助のの基基本本  

 「自らの身は自らが守る（自助）」及び「自分たちの地域は自分たちで守る（共助）」

という意識を持ち、防災訓練など地区の防災活動に積極的に参加し、個人、事業所、

自主防災会等の防災力の向上や災害時の連絡体制の整備、ルールづくりをすすめる。  

２２  地地区区住住民民のの役役割割  

⑴ 常に災害に対する備えを怠らず、住居や所有若しくは使用する建造物等の安全性

を確保するとともに、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に

防止するため、日頃から点検整備に努めるものとする。なお、安全性の確保のため

の補助制度として、昭和 56年以前の木造住宅（旧耐震基準）の改修や通学路に面

したブロック塀の撤去がある。 

⑵ 災害時に対する備えとして、少なくとも最低３日以上（できれば７日分）の食料、

飲料水、生活必需品等の備蓄、非常持出し品の準備などの取り組みを実施する。 

⑶ 災害時には、近隣世帯が協力し助け合い、情報の把握、出火の防止、初期消火、

救出・救護等に努めるとともに、避難に当たっては、避難行動要支援者への支援を

行い、冷静かつ積極的に行動する。 

 ⑷ 自主防災会等の防災訓練に参加・協力するとともに、災害時には地区住民・事   

業者と連携して各種活動が円滑に取り組めるよう行動する。 

⑸ その他、市及び各防災関係機関の行う防災対策活動に協力する。 

 

３３  自自主主防防災災会会のの役役割割  

⑴ 日頃から、災害時に注意する個所、避難所及び避難行動要支援者の状況等を把握

し、地区内の防災に係る方針の策定や防災マップ、防災資機材の整備・点検を実施

する。 

⑵ 組織の班編成や活動内容を明確にしておき、班員の訓練を推進するとともに、地

区住民の参加、地区事業者との連携の促進等、地区全体の防災力を向上させる取り

組みを実施する。 

⑶ 災害時には、情報の収集・伝達、救出・救護、消火、避難誘導、避難所の運営及

び避難行動要支援者への支援等を実施する。 
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４４  事事業業者者のの役役割割  

⑴ 日頃から、その管理する施設及び設備の耐震性の確保、従業員等の発災時の一斉

帰宅抑制のため３日分以上（できれば７日分）の食料及び飲料水等の備蓄に努める

ものとする。 

⑵ 初期消火、救出・救護等のために資機材の整備、従業員の安否確認及び従業員と

家族の連絡手段の確保に努めるものとする。また、従業員の防災訓練や防災活動に

関する研修等の積極的な実施に努めるものとする。 

⑶ あらかじめ、対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動

を明確にし、地区住民及び自主防災会と連携して、地区における防災活動に取り組

むように努めるもとする。 

⑷ 災害時には、行政、地区住民及び自主防災会と連携して、情報の収集・伝達、救

出・救護、消火、避難誘導及び帰宅困難者対策等を積極的に行うように努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 計画策定のひとコマ

奈良地区災害対策本部の立ち
上げ訓練です。本番さながら
の緊張感です。

老若男女、みんなで応急処置の訓練です。

中学生を中心に、救援物資受
け入れ、配給の訓練です。
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第第３３章章  奈奈良良地地区区のの概概要要  

 

１１  自自然然的的条条件件  

特徴 

奈良地区は、中心市街地と妻沼地域の中間に位置し、上奈良、中奈良、下奈良、奈

良新田、四方寺の５つの地域からなり、地区の北を新奈良川、南をさすなべ排水路が

流れ、さらに地区内を多くの用水路が流れている。ほぼ平坦な地形は、「奈良」の地名

の由来といわれる。「平」の漢字意味のひとつ「ナラす」の如くで、農地が広がり、水

に恵まれた肥沃な大地と豊かな自然環境を有している。 

 

２２  社社会会的的条条件件  

⑴ 人口 

  奈良地区は２４６１世帯、人口は５，７９９人を有し市内人口分布の２．９３％

を占めている。年齢構成を見ると年少人口（15歳未満）は６７２人（１１．５９％）、

生産年齢人口（15歳以上 65歳未満）は３，２５０人（５６．０４％）、老齢人口

（65歳以上）は１，８７７人（３２．３７％）である。 

  奈良地区は市全体と比べ、老齢人口の割合が４．４４％高く、逆に生産年齢人口

の割合が４．２５％低い（表、平成 30年 4月 1日（外国人登録含む））。また、

平成 27年の国勢調査では、5年前（平成 22年）と比べ、奈良地区の人口は６．

２％減少した一方で、６５歳以上の単身者世帯が４８．５％も増えている。 

表１熊谷市と奈良地区の人口構成

地区 世帯数 人口
年少

人口
割合

生産年齢

人口
割合

老齢

人口
割合

熊谷市

全奈良地区

上奈良

中奈良

下奈良 ％

奈良新田

四方寺

 

 ⑵ 交通 

   地区内には南北の幹線道路である国道 407号線、その東側約 300ｍに並行し

て県道太田・熊谷線があり、路線バスの経路となっている。また、玉井地区から

奈良地区を通って中条地区を繋ぐ県道葛和田・新堀線が東西方向の幹線道路とな

っており、この３路線が地区内の基幹道路となっている。さらに、かつては私鉄
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の東部鉄道（株）の「東武熊谷線（通称：妻沼線）」が南北方向を走っていたが昭

和５８年に廃線となり、線路跡地の一部が現在道路として供用開始されている。 

 

 ⑶ 産業 

   平坦で肥沃な土壌と豊富な水資源を利用した、米麦を主体とする農業が盛んで、

特に米作を主として麦との二毛作を行っている。以前は農家の副業として特に養

蚕が盛んであったが、現在では養蚕を行っている農家はいない。また、江戸時代

以来のきれいな湧き水を利用した酒造業も、「奈良桜」を冠としたお酒を生産す

るほどであったが、こちらの酒蔵も既に無くなっている。そのため地区内の主要

産業としては農業が中心となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 計画策定のひとコマ

防災マップ作りの説明会。
その目的や作業手順を共有しました。

皆で歩いて現地を確認。
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第第４４章章  奈奈良良地地区区のの被被害害想想定定  

１１  地地震震  

埼玉県地震被害想定調査（平成 24～25 年度）で最大の被害が予想されるのが、

関東平野北西縁断層帯地震（マグニチュード 8.1）である。この地震の予測震度分布

図を参照すると奈良地区内では、広い範囲で震度 6弱（一部地域で震度６強）となる。

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災（市内最大震度５強）では、地区内の

建物に１２棟の一部損壊が発生したことから、関東平野北西縁断層帯地震が発生した

場合、建物の損壊や道路、電気、水道などのインフラに相当な被害が出ることが予測

される。また、地区内には古い木造家屋もあることから相当数の人的被害が予測され

る。 

 

 

                                     

 

 

                                        

 

    予測震度分布図 

２２  風風水水害害  

 荒川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合、地区内全域で推定される浸水深

は 0.5ｍ未満となっている。 

 利根川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合、地区内での推定される浸水深

では 0ｍから 2ｍ未満となっている。 

小山川・福川・石田川・蛇川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合、一部の地

域での推定される浸水深は 0.5ｍ未満となっている。 

                            ※※ 詳詳細細はは、、市市防防災災ハハザザーードドママッッププをを参参照照ののこことと

 また、平成２５年９月１６日未明に、四方寺から群馬県太田市高林西町にかけて発

生した竜巻（藤田スケール F１）では、地区内の建物９棟に一部損壊が発生した。 

地球温暖化により、今後数十年から数百年後には、現在よりも異常気象が増えると考

えられている。これら異常気象による大雨、台風、竜巻などが発生した場合には、建

物の損壊や、道路、電気、水道などのインフラや人的被害が相当数予測される。 
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課

8



⑵ 自主防災会 

 ア 自主防災会は、規模や活動の状況等に応じて編成することが大切であり、円滑

な防災活動が行えるよう、それぞれ地域の特性を生かした組織づくりに努めるも

のとする。  

イ 災害時に自主防災会の対策本部を設置したときは、速やかに奈良地区災害対策

本部へ報告する。 

 

※※ 参参考考例例（（熊熊谷谷市市自自主主防防災災組組織織結結成成のの手手引引ききよよりり抜抜粋粋））

 

 

                指 揮 

 

 

 

 

 

  

自主防災会長 
奈良地区災害対策本部との連絡調整や防災訓練等の計画・実

施、組織内の情報伝達の整備 

自主防災副会長 自主防災会長の補佐 

 

【【各各班班のの平平常常時時・・災災害害時時のの役役割割】】       

各班 
活動内容 

平常時 災害時 

情報班 防災知識の習得 

情報収集、伝達訓練 

講習会等の開催等 

災害情報の収集、伝達 

地域の被害情報の把握 

防災機関との緊急連絡等 

消火班 

 

消火用機材の管理 

初期消火訓練等 

出火防止、初期消火活動 

消防機関との協力等 

救出救護班 応急手当の知識習得 

救出救護訓練等 

負傷者等の救出活動 

応急手当等の救急措置等 

避難誘導班 避難経路の確認 

危険個所の確認 

避難誘導訓練等 

避難場所等の安全確認 

危険個所の表示 

避難誘導等 

給食給水班 食料、飲料水等の備蓄呼掛け 

炊出し、給水訓練等 

炊出し等の給食活動 

食料、応急物資の配達等 

避難所運営班 避難場所の現状把握 

会員の把握 

避難所の自主的な運営 

避難者等の把握、報告 

  

災
害
対
策
本
部 

奈 

良 

地 

区 

自
主
防
災
副
会
長 

自
主
防
災
会
長 情報収集・伝達 

班 長 〇〇班 

班 長 

班 長 

〇〇班 

〇〇班 
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４４  出出火火防防止止及及びび初初期期消消火火対対策策  

⑴ 出火防止 

  大地震等が発生した場合は、各所で同時多発的な出火が考えられ、道路、建物の

損壊による障害物などが重なると、消防力は大きく阻害される。また、強風、夜間

といった悪条件が加わると一層火災の拡大が懸念される。出火防止の徹底を図るた

め、各家庭において、主として次の事項に重点的に取り組む。 

 ア 火気使用設備（給湯器、厨房設備等）の点検整備及びその周辺の整理整頓 

 イ 危険物（石油、ガソリン等）の保管状況の点検整備 

 ウ 消火器等の点検整備 

 エ その他 

⑵ 初期消火対策 

  大地震発生時には、火災の同時多発、消防車の通行不能、消火栓の使用不能等に

より、消防機関の活動は通常の火災の場合よりも大幅に制限される。 

  住民が自宅や近隣で発生した火災に対して消火活動を実践し、火災の拡大を防ぐ

ことが重要である。そのため各家庭の消火器や水バケツリレーなど安全を確保しつ

つ、初期消火活動を迅速かつ効率・効果的に行う。 

 

５５  災災害害時時にに注注意意すするる場場所所のの把把握握  

 災害予防に資するため、「台風のとき浸水しやすい」、「古い木造建物が多く、大地震

の時、倒壊や火災が発生しやすい恐れのある」場所などの把握を行う。また、それら

を記載した防災マップ（※）を作成し地区内で情報共有する。 

※※ 防防災災ママッッププはは、、平平成成３３００年年度度でで作作成成済済

⑴ 把握事項 

 ア 電柱（トランス有）、災害時に注意する場所、内水氾濫など 

 イ 防災施設等の状況 

 ウ 過去の災害履歴 

⑵ 把握方法 

 ア 防災マップ調査（平成 30年６月２４日から８月１８日までの間に実施） 

 イ 熊谷市防災ハザードマップ 
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４４  防防災災訓訓練練のの実実施施  

 大地震等の災害発生に備えて、情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘

導及び避難行動要支援者への支援等が迅速に行えるよう、防災訓練を実施する。 

⑴ 自主防災会が単独で行う主な防災訓練（例） 

 ア 避難訓練 

 イ 初期消火訓練 

 ウ 炊出し訓練 

 エ 情報収集・伝達訓練 

 オ 図上訓練（DIG、HUG、ロールプレイ） 

 カ 講演会 

 キ 災害時安否確認訓練 

 ク その他必要な訓練 

⑵ 奈良地区災害対策本部（訓練）または自主防災会等が合同で行う総合防災訓練 

（例） 

 ア 避難訓練 

 イ 初期消火訓練 

 ウ 応急救護訓練 

 エ 胸骨圧迫・心肺蘇生訓練 

 オ 簡易担架作成・搬送訓練 

カ 炊出し訓練 

 キ 避難所開設・運営訓練（建物安全確認、受付、部屋割り、避難所ルール等） 

 ク 救援物資受入・配給訓練 

 ケ 防災資機材使用訓練（仮設トイレ組立等） 

 コ 情報収集・伝達訓練（アマチュア無線の活用含む） 

サ 土のう作成・積み上げ訓練 

 シ CERT（捜索・市民トリアージ・救出・搬送）訓練 

 ス 図上訓練（DIG、HUG、ロールプレイ） 

 セ 災害時安否確認訓練 

 ソ その他必要な訓練 

⑶ 訓練実施計画書 

  訓練の実施に際しては、その目的、開催要領等を明らかにした訓練実施計画書を作

成する。 

⑷ 訓練の時期及び回数 

  必要に応じて随時行うものとする。 
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５５  防防災災資資機機材材等等のの備備蓄蓄・・点点検検及及びび管管理理  

 自主防災会の防災資機材等の備蓄・点検及び管理に関しては、市の補助金等を活用

し次のとおり行う。 

⑴ 防災資機材等の備蓄・点検 

  救助工具・初期消火用具や情報収集・伝達用具などを備蓄する。 

  購入にあたっては、各自主防災会の用具が偏らないよう調整を図る。また、防災

訓練や催し物などの機会を通じて点検を行う。 

⑵ 防災資機材リストの管理 

各自主防災会は、備えている資機材のリストを作成し管理する。また、このリス

トを共有することにより、災害対応時に不足が生じた資機材を自主防災会間で融通

するなど、相互協力ができるようにする。 

※※ 防防災災資資機機材材等等のの備備蓄蓄ににつついいててはは、、地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料２２」」にに記記載載

６６  避避難難行行動動要要支支援援者者のの把把握握、、避避難難支支援援体体制制  

 自主防災会及び自治会は、大地震等の災害発生時に避難行動要支援者などへの支援

活動を行うために、日頃から地区のコミュニティの形成や社会福祉活動に取り組み、

災害時に備える。 

⑴ 個別計画書の作成 

  市が取り組んでいる個別計画書の作成に協力するものとする。 

⑵ 避難誘導、救出・救護方法等の検討 

  避難行動要支援者に対する支援について検討し、訓練等に反映するよう努めるも

のとする。 

  ※※ 避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿はは、、個個人人情情報報保保護護のの関関係係にによよりり自自治治会会等等でで管管理理ししてていいるる。。
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３３ 応応急急対対策策（（地地震震・・風風水水害害））

第第１１章章  奈奈良良地地区区のの災災害害対対策策活活動動  

１１  奈奈良良地地区区災災害害対対策策本本部部のの設設置置及及びび解解散散  

 下記の場合には、熊谷市立奈良小学校又は奈良公民館に奈良地区災害対策本部（以

下「本部」という。）を設置する。ただし、建物の被災等により設置できない場合は、

その他の公共施設に本部長の判断により移設する。 

 本部を設置した場合には、熊谷市災害対策本部（以下「市災対本部」という。）にそ

の旨を連絡する。 

【設置基準】 

⑴ 熊谷市で震度 6弱以上の地震が観測されたとき。 

⑵ 風水害等により、地区に甚大な被害が想定されるとき。 

⑶ 奈良地区災害対策本部長（以下「本部長」という。）が必要と認めるとき。 

 

次の場合には市災対本部と協議の上、本部を解散する。 

【解散基準】 

⑴ 地震、風水害等による災害発生の恐れがなくなったとき。 

⑵ 発生した災害・応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

⑶ 本部長が解散すべきと判断したとき。 

 

〈〈組組織織概概要要図図〉〉

（（避避難難所所運運営営委委員員会会））

熊熊谷谷市市災災害害対対策策本本部部

熊熊谷谷市市現現地地災災害害対対策策本本部部

（（対対策策拠拠点点をを設設けけるる必必要要ががああるるとときき））

第第一一避避難難所所（（奈奈良良小小））

（（第第二二避避難難所所・・奈奈良良中中ほほかか））

奈奈良良地地区区災災害害対対策策本本部部

及及びび自自主主防防災災会会
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２２  本本部部員員のの参参集集  

 災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、設置基準を確知した本部員は速やか

に参集する。ただし、地区に甚大な被害が想定される場合及び本部長が必要と認める

ときは、本部長が市災対本部と協議の上、本部員等を動員する。なお、連絡方法とし

てはメールの一斉送信などを検討する。なお、名簿については、別途管理する。 

※※ 奈奈良良地地区区災災害害対対策策本本部部のの組組織織及及びび運運営営にに関関すするる要要綱綱はは地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料３３」」にに記記載載  

  

〈〈奈奈良良地地区区災災害害対対策策本本部部〉〉                            内は本部員 

        

 

※※ 発発災災当当初初のの本本部部体体制制はは、、参参集集ででききたた人人員員でで体体制制ををつつくくりり活活動動をを開開始始すするる。。

※※ 災災害害発発生生時時のの応応急急活活動動はは、、地地域域のの実実情情にに即即ししたた防防災災活活動動がが重重要要ででああるる。。そそののたためめ、、各各自自主主防防災災

会会（（未未結結成成地地区区ににああっっててはは自自治治会会））やや各各種種団団体体かからら選選出出さされれたた者者でで本本部部をを組組織織すするる。。  

※※ （（ササーートト））ととはは のの略略でで、、地地域域住住民民にによよるる緊緊急急対対応応

チチーームムののここととををいいうう。。

本部準備備品 

 

□机必要数（借用可）□椅子必要数（借用可）□非常用通信機器 

□非常用発電機 □非常用照明器具 □ホワイトボード（借用可） 

□文房具一式  □管内図     □地区防災計画書 

□避難所配置図 □安否確認表   □避難行動要支援者名簿 

□食料及飲料水 □防災ベスト   □拡声器（メガホン含む） 

□CERT用品  □その他必要なもの 

本 部 長（ ）

副本部長（ ）

総務部長（ ）

情報部長（ ）

救護部長（ ）

消火部長（ ）

避難誘導部長（ ）

物資部長（ ）

食料部長（ ）

環境部長（ ）

事務局

編成

総務班長（ ） 総務班員

（ ）

情報班長（ ） 情報班員

（ ）

救護班長（ ） 救護班員

（ ）

消火班長（ ） 消火班員

（ ）

避難誘導班長（ ） 避難誘導班員

（ ）（（ ）

物資班長（ ） 物資班員

（ ）（（ ）

食料班長（ ） 食料班員

（ ）（（ ）

環境班長（ ） 環境班員

（ ）（（ ）

15



３３  災災害害時時・・平平常常時時（（訓訓練練））のの活活動動内内容容 

 主な活動は次のとおりとする。 

本部及び各班 
活動内容 

災害時 平常時（訓練） 

本部 
地区の情報把握/活動方針決定

/避難場所との連携 

防災活動（防災訓練等）の方針づ

くり 

総務班 
本部各班との連絡調整 年間活動計画の推進/防災井戸の

把握 

情報班 
地区の情報集約発信/避難場所

との情報伝達/市の情報の伝達 

防災知識の普及啓発・広報 

救護班 
被災者、負傷者、災害時要支援

者の救援救護 

災害時要支援者の把握と支援体制

づくり 

消火班 
初期消火活動/防犯も兼ねた安

全パトロール 

器具の整備・点検/消火訓練等の実

施 

避難誘導班 
地区内の救助、避難誘導活動 避難経路の点検/危険個所等の点

検把握/住民状況把握 

物資班 
救援物資の受け入れ、配布 救援物資の受け入れ等訓練/防災

備品の整備・点検 

食料班 
炊き出し/食料調達 器具の整備・点検/炊き出し等訓練

の実施 

環境班 
トイレ、ゴミの衛生管理 

 

仮設トイレ組立等訓練の実施 

 

 

事務局 
総括 

緊急対応チームの編成等 

庶務全般 
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４４  情情報報のの収収集集・・伝伝達達  

 被害状況・安否情報等を正確かつ迅速に把握し、適切な防災・応急措置を行うため、

情報の収集・伝達を次のとおり行う。 

⑴ 収集の方法 

  テレビ、ラジオ、防災行政無線、メール配信サービス「メルくま」、アマチュア無

線、インターネット、巡回等で行う。 

⑵ 伝達の方法 

メール、各種電話、FAX、アマチュア無線、伝令等により伝達を行う。伝達にあ

たっては、簡潔明瞭が肝心であり、「いつ、どこで、だれが、なにを、どのように」

の要領で情報伝達を行う。大地震発生直後の対応として、家族が無事な場合は、黄

色タオル（その他色タオルも可）を道路から見える玄関先や門扉等に掲げてもらい、

連絡網により情報伝達を行う体制を構築する（平成３０年８月に実施した災害時安

否確認訓練では、その有効性が実証された。）。 

※※ 災災害害時時安安否否確確認認集集計計表表はは、、地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料４４」」にに記記載載

  

【【情情報報収収集集・・伝伝達達体体制制】】            （例）

【【情情報報収収集集・・伝伝達達活活動動のの流流れれ】】

 

 

第１班長

第２班長

第３班長

第１支部長

第２支部長

第１班長

第２班長

第３班長

地
区
災
害
対
策
本
部

市
災
害
対
策
本
部

自
主
防
災
会
長
・
副
会
長

１ 住民・班長

災害関連情報等を把握する

・テレビ、インターネット、携帯ラジオ、携帯電話等による外部情報の収集 

  ・メール配信サービス「メルくま」、防災行政無線等による情報の収集

２ 住民・班長

周囲の被害状況を把握する

・火災、負傷者、建物の倒壊、交通障害等について 

  ・場所（目印）、状況（何がどのような規模で発生しているかなど） 

 ・巡回により安否確認を行う（特に避難行動要支援者に配慮する）

地

区

住

民
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第第２２章章  応応急急対対策策活活動動  

１１  基基本本方方針針  

⑴ 災害発生時の対応  

地震・風水害の発災直後は、人命の救出・救護活動を最優先とする。また、本部

は市が障害物（がれき）の集積場所を設置したときは、地区住民等への周知徹底を

図る。 

ア 地区住民及び事業者は、交通事故に注意しながら自宅周辺道路のがれき撤去を

行う。 

イ 本部は、連絡網等により集積場所を各戸へ伝達する。 

ウ 避難行動要支援者など自身によるがれき撤去が困難な者へは地区住民の協 

力のもと支援活動に取り組むこととする。 

エ その他、市地域防災計画障害物除去計画に基づき行う。 

⑵ 竜巻（突風）発生時の対応 

平成 2５年９月１６日未明に市内を通過する２本の竜巻が発生し、負傷者や建物

の全壊、半壊、一部損壊、農業施設等に多くの被害が発生したことから、効果的な

応急対策を行うこととする。 

⑶ 雪害発生時の対応 

  平成２６年２月の大雪で建物等の損壊・農業施設に被害を受けたことから別途、

基本方針等を定め応急対策に取り組む。 

⑷ ブルーシート、土のう袋の配布 

  本部は、市と協議の上、被害を受けた者へブルーシート、土のう袋の配布を行う

※※ 配配布布予予定定場場所所はは、、地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料５５」」にに記記載載

 

２２  初初期期消消火火活活動動 

 震災後、初期段階においては、地区住民及び自主防災会等は、自発的に初期消火活

動を行うとともに、消防機関に協力する。なお、火災に際しては初期消火が特に重要

になるため、自主防災会等は各家庭に対して、火の元の始末など出火防止のための措

置を講じるように呼びかけるとともに、火災が発生した場合は、消火器、水バケツ等

を活用し、隣近所が相互に協力して初期消火活動に努める。 

 

【【初初期期消消火火活活動動のの流流れれ】】

 

  

 

 

 

 

１ 住民

出火防止を叫びながら周囲の状況を把握する

２ 住民

火災を発見したら、大声で近所の人々に協力を呼びかける
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⑶ 救護所（奈良小学校）が開設されたときの対応 

  自主防災会救護班は、負傷者の応急手当を行い、リヤカーやブルーシート、毛布

などによる応急担架、椅子等を活用して救護所（奈良小学校）に搬送する。 

  ※熊谷市地域防災計画では、災害により傷病者が発生した場合は、避難所を開設した小学校

に救護所を設置し、学区内の医師による初期対応を行うと定めている。

【【救救出出救救護護活活動動のの流流れれ】】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 住民

声を掛けながら周囲の状況を把握する

２ 住民

負傷者、下敷きになっている人等を発見したら、大声で近所の人々に協力を呼びか

ける

１１９番通報する（不通の場合は他の連絡手段（自転車・徒歩等）による） 

３ 住民

個人・隣近所で救出・救護活動を行うとともに自主防災会の班長（不在の場合は、会

長、副会長）に連絡する

・服装等は、長袖、長ズボン、ヘルメット、軍手、タオル、懐中電灯等 

・手近の資機材による人力作業（バール、角材、ジャッキ、のこぎり等） 

・負傷者の手当、搬送 

・応急処置（心臓マッサージとAED、止血、骨折部位の固定など） 

５ 本部

情報をまとめ市災対本部に連絡（応援要請や被害状況の報告）するとともに組織的

な救出・救護活動に移行する

・リーダーの指示による活動 

・必要な人員の確保 

 ・資機材の使用 

 ・CERT班の編成 

 ・障害物（がれき）の撤去 

４ 自主防災会

救出・救護状況を本部へ報告するとともに、必要に応じて応援要請する

・場所、状況等 
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４４  避避難難誘誘導導 

 災害の発生、又は発生の恐れがあるなど、避難の必要があると認めるときは、次に

より避難を行う。 

⑴ 避難誘導の指示 

  本部長、自主防災会長は、市から避難指示、避難勧告が発令されるなど、避難に

関する情報を得た場合には、必要に応じて避難誘導の指示を行う。 

⑵ 避難誘導 

  避難誘導班は、自主防災会長から避難誘導の指示を受けたときは、住民を一時避

難場所又は第一避難所へ誘導する。 

※※ 一一時時避避難難場場所所はは、、防防災災ママッッププ及及びび地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料６６」」にに記記載載

 

【【避避難難誘誘導導活活動動のの流流れれ】】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 住民

自主的な避難判断を行う

・火災の拡大、建物の倒壊等の被害発生の危険性がある場合 

・防災行政無線、ラジオや周囲の状況などから判断

２ 自主防災会

地域住民への避難に関する情報の周知徹底を図り、避難時の注意事項を伝達する

・避難先・避難の勧告または指示の内容等 

・自治会や自主防災会が選定している一時避難場所の周知 

・ガス元栓の閉鎖、電気ブレーカーの遮断 

・携帯品は、食料、薬、日用品、衣類、貴重品等 

・服装は、長袖、長ズボン、ヘルメット、軍手、タオル、懐中電灯等 

・外出時の家族には連絡メモを残す等

３ 自主防災会

地域住民を一時避難場所又は第一避難所へ避難誘導する

・避難行動要支援者のうち特に支援が必要な人に対して優先的に声をかけ、必要に

応じて支援する（車椅子、リヤカー、担架の利用） 

・避難誘導班を中心に、避難路を確保し、数人から数十人単位で避難する 

 ・到着後人数を確認し、行方不明者がいれば危険のない範囲で安否の確認 

※※ 二二次次災災害害にに注注意意すするる
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⑷ 雪置場の確保 

  本部は地区住民へ次のとおり周知徹底を図る。 

 ア 市が雪置場を設置したときは、連絡網等により各戸へ伝達する。 

 イ 水路・側溝等へ投棄しないよう呼びかける。 

 

【【雪雪害害対対策策活活動動のの流流れれ】】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈奈良良地地区区災災害害対対策策本本部部

及及びび各各自自主主防防災災会会

１ 住民

災害関連情報等を把握する

・テレビ、インターネット、携帯ラジオ、携帯電話等による外部情報の収集 

  ・メール配信サービス「メルくま」、防災行政無線等による情報の収集

２ 住民

周囲の被害状況を把握する

・住宅設備（カーポート）の損壊、交通障害等について 

  ・場所（目印）、状況（何がどのような規模で発生しているかなど） 

３ 住民

自主防災会の班長（不在の場合は、会長や副会長）に連絡する

４ 自主防災会

被害状況等を本部に連絡する。

  ・住民からの情報や独自に収集した情報の整理と連絡 

５ 本部

情報をまとめ、市災対本部へ連絡する

６ 本部

市災対本部からの対応策や情報・協力依頼を自主防災会に伝達する

（被害状況や雪害対策の実施状況、市からの協力要請等） 

７ 自主防災会

本部からの情報を住民に伝達する

（被害状況や雪害対策の実施状況、市からの協力要請等） 

・自宅周辺道路の除雪を行う 

・除雪は小・中学校の通学路を優先的に行う 

・雪置場の周知徹底を図る 

・道路や水路・側溝等に投棄しないよう呼びかける 
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奈良地区防災マップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

図面表示区　分 施　設　例

奈良小学校

奈良中学校、アグリメイト

公園、広場、広い駐車場、集会所等

避難可能な3階以上の建物、高台

消防機庫（奈良消防団）

災害時協力井戸

消火栓、防火水槽

防災倉庫

交番、派出所

病院、医院

コンビニエンス、商店

公衆電話

AED（自動他外式除細動器）設置場所

防災行政無線

避
難
施
設
等

第一避難所

第二避難所 災害時に
注意する場所

その他

防災施設及び
災害時に
役立つ施設

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

図面表示区　分 施　設　例

電柱（トランス）や倒れそうな看板（古い看板）

自動販売機

袋小路

ブロック塀等

路肩急傾斜地、幅員減少等

決壊しそうな（したことがある）水路、小川

過去に被災（災害）が発生した場所

横断歩道橋

見通しの悪いカーブ、曲がり角

荒地

LPガス供給設備（収納庫）

墓石、石碑、石柱

雑木、大木

半鐘

ブロック桝

カーブミラー

一時避難場所

※第一避難所に収容しきれない
場合等に、第二避難所を開設
します。

一時避難場所や避難所までの路上には、いろいろな危険が潜んで
います。日頃から身の回りの様子を観察し、注意すべき場所を確
認しておきましょう。

0

索 引 図

凡　例

奈良小学校奈良小学校

P27-P28P27-P28 P31-P32P31-P32

P29-P30P29-P30 P33-P34P33-P34

奈良中学校
17

407

エリア1 エリア3

エリア4エリア2

一避

二避

火

AED
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災害時に
注意する場所

その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

図面表示区　分 施　設　例

奈良小学校

奈良中学校、アグリメイト

公園、広場、広い駐車場、集会所等

避難可能な3階以上の建物、高台

消防機庫（奈良消防団）

災害時協力井戸

消火栓、防火水槽

防災倉庫

交番、派出所

病院、医院

コンビニエンス、商店

公衆電話

AED（自動他外式除細動器）設置場所

防災行政無線

電柱（トランス）や倒れそうな看板（古い看板）

自動販売機

袋小路

ブロック塀等

路肩急傾斜地、幅員減少等

決壊しそうな（したことがある）水路、小川

過去に被災（災害）が発生した場所

横断歩道橋

見通しの悪いカーブ、曲がり角

荒地

LPガス供給設備（収納庫）

墓石、石碑、石柱

雑木、大木

半鐘

ブロック桝

カーブミラー

避
難
施
設
等

第一避難所

第二避難所

防災施設及び
災害時に
役立つ施設

一時避難場所

一避

二避

火

AED

エリア 1
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３３  計計画画のの修修正正 

この計画は、随時検討を加え、必要があるときはこれを修正する。また、多様な意

見を反映できるよう、計画の検討・修正には、女性、避難行動要支援者、支援団体、

地域企業等の参画を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 奈奈良良地地区区防防災災計計画画検検討討委委員員会会ととはは

奈奈良良地地区区のの自自治治会会・・自自主主防防災災会会やや各各種種団団体体等等にによよりり構構成成さされれ、、同同地地区区内内ににおおけけるる防防災災・・減減災災

のの取取りり組組みみにに寄寄与与すするるここととをを目目的的にに設設置置さされれたた委委員員会会ででああるる。。

要要綱綱等等はは、、地地区区防防災災計計画画資資料料編編「「資資料料 」」にに記記載載

計計画画のの修修正正（（見見直直しし））基基本本方方針針  

・計画内容に変更を伴う修正については、奈良地区防災計画検討委員会で協

議し修正する。 

・計画内容に影響のない修正（誤字、脱字や法令等の引用条文）について

は、委員長等の了解を得て修正し、奈良地区防災計画検討委員会へ報告す

る。 

 

 

北北北
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エリア 2 北北北

災害時に
注意する場所

その他

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

図面表示区　分 施　設　例

電柱（トランス）や倒れそうな看板（古い看板）

自動販売機

袋小路

ブロック塀等

路肩急傾斜地、幅員減少等

決壊しそうな（したことがある）水路、小川

過去に被災（災害）が発生した場所

横断歩道橋

見通しの悪いカーブ、曲がり角

荒地

LPガス供給設備（収納庫）

墓石、石碑、石柱

雑木、大木

半鐘

ブロック桝

カーブミラー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

図面表示区　分 施　設　例

奈良小学校

奈良中学校、アグリメイト

公園、広場、広い駐車場、集会所等

避難可能な3階以上の建物、高台

消防機庫（奈良消防団）

災害時協力井戸

消火栓、防火水槽

防災倉庫

交番、派出所

病院、医院

コンビニエンス、商店

公衆電話

AED（自動他外式除細動器）設置場所

防災行政無線

避
難
施
設
等

第一避難所

第二避難所

防災施設及び
災害時に
役立つ施設

一時避難場所

一避

二避

火

AED
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北北北

31



エリア 3

災害時に
注意する場所

その他

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

図面表示区　分 施　設　例

電柱（トランス）や倒れそうな看板（古い看板）

自動販売機

袋小路

ブロック塀等

路肩急傾斜地、幅員減少等

決壊しそうな（したことがある）水路、小川

過去に被災（災害）が発生した場所

横断歩道橋

見通しの悪いカーブ、曲がり角

荒地

LPガス供給設備（収納庫）

墓石、石碑、石柱

雑木、大木

半鐘

ブロック桝

カーブミラー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

図面表示区　分 施　設　例

奈良小学校

奈良中学校、アグリメイト

公園、広場、広い駐車場、集会所等

避難可能な3階以上の建物、高台

消防機庫（奈良消防団）

災害時協力井戸

消火栓、防火水槽

防災倉庫

交番、派出所

病院、医院

コンビニエンス、商店

公衆電話

AED（自動他外式除細動器）設置場所

防災行政無線

避
難
施
設
等

第一避難所

第二避難所

防災施設及び
災害時に
役立つ施設

一時避難場所

一避

二避

火

AED

32



33



北北北

エリア 4

災害時に
注意する場所

その他

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

図面表示区　分 施　設　例

電柱（トランス）や倒れそうな看板（古い看板）

自動販売機

袋小路

ブロック塀等

路肩急傾斜地、幅員減少等

決壊しそうな（したことがある）水路、小川

過去に被災（災害）が発生した場所

横断歩道橋

見通しの悪いカーブ、曲がり角

荒地

LPガス供給設備（収納庫）

墓石、石碑、石柱

雑木、大木

半鐘

ブロック桝

カーブミラー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

図面表示区　分 施　設　例

奈良小学校

奈良中学校、アグリメイト

公園、広場、広い駐車場、集会所等

避難可能な3階以上の建物、高台

消防機庫（奈良消防団）

災害時協力井戸

消火栓、防火水槽

防災倉庫

交番、派出所

病院、医院

コンビニエンス、商店

公衆電話

AED（自動他外式除細動器）設置場所

防災行政無線

避
難
施
設
等

第一避難所

第二避難所

防災施設及び
災害時に
役立つ施設

一時避難場所

一避

二避

火

AED
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非常時・緊急時に連絡してほしい方や利用してもらいたい わが家の情報です。
（ 災害時に救助の方や緊急時に救急隊、医療機関、市に提供します。）

名　前

住　所

家族・親戚
連絡先

名　前 生年月日 電話番号 住　所 メ　モ

その他
知ってほしい
情報

生年月日

電話番号

（持病、アレルギー、かかりつけ医や救急隊員への伝言など）

緊急通報は落ち着いて！ ●「火事か、救急か」を伝える。
●「自分の名前、住所」を伝える。
●何が燃えているのか、傷病者の状態を伝える。
●安全な場所で救急車・消防車を待つ
　（胸骨圧迫、AEDの判断）119 110火事・救急 警察は

緊急
連絡先

お隣、ご近所の「おはよう」から、「安心・安全」は始まります。

災害時、黄色のタオルは「無事！」の目印です。

熊谷市役所
妻沼行政センター
奈良公民館
奈良小学校
奈良中学校

熊谷消防署
熊谷警察署

熊谷警察署奈良駐在所
ＪＡくまがや奈良支店
農業活性化センター

524-1111
588-1321
521-0056
521-2322
521-2364

501-0120
526-0110
524-7082
524-8734
524-0046

わが家の「防災・緊急情報」メモ
～自分のために、救助者のために～

書き
込み
式
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